
性的少数者に関する県内自治体の啓発事業等（Ｒ１以降）

R4.3時点

大分県 県内市町村

①自治体長期計画などに
　方針や計画等を明記

・大分県長期総合計画に明記
・人権尊重施策基本方針改定（R2.4重
要課題の１つとして追加）
・「大分県人権尊重社会づくり推進条
例」（R4.3性自認、性的指向等の文言追
加）

　１７市町村で策定・明記

②住民意識調査の実施
・県民意識調査に質問項目追加(H30)
・性的少数者への理解に関するアン
ケート調査、回答５７６件（R3.9）

　１６市町村で実施。
　性的少数者に特化した調査はなし。

③講座、講演会等の開催
・県民講座（ダイビーノン代表他）（R1.8）
・人権入門講座（R1,R2,R3）

　１５市町村で実施

④職員向け研修
・全所属の人権尊重・部落差別解消推
進員向け研修（R2.8）
・部局別人権研修

　１６市町村で実施

⑤チラシ、パンフレット、
　啓発冊子等の作成

・当事者インタービュー映像「同じ空の
下」（R1)

　９市町村で独自作成。
　他も国・県のパンフ等を配付

⑥対応マニュアル策定
　(職員、企業、住民向け等)

・「性の多様性に関する職員ハンドブッ
ク」（R2.9）

　７市町村で職員向け策定

⑦相談体制の整備
・電話、メールでの専用相談
（月１回、大分県公認心理師協会へ委
託）（R3.6開設）

　専用相談窓口の設置市町村　なし

⑧公的書類等の
　性別記載欄見直し

・実施（H31～R2） 　１６市町村で実施

⑨パートナーシップ制度の
　導入・検討状況

・「性的少数者への理解促進に関する
調査研究会」で導入の可否を含め検討
（R4.秋頃、報告書をまとめる予定）

　３市町導入
　　臼杵市 R3.4
　　豊後大野市（ファミリーシップも）　R4.4
　　竹田市　R4.4
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